
PTA・ 育友会等の皆さまヘ

個人情報取扱事業者保険 (業務過誤賠償責任保険普通保険約款 個人情報取扱事業者特約条項、使用人等犯罪行為復活担保に関する追加条頂、

ホームページ運営・コンピュータウィルスに起因する損害担保追カロ条頂等セツト)

個人情報保護法の改正により
「個人情報取扱事業者」に
該当します!
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個人情報漏えい時の備えをご用意しました !

外部起因・内部起因の事故(おそれを含みます。)を幅広くカバー
個人情報の紛失や誤廃棄等PTAの過失のみならず、サイバー攻撃やウイルス等による漏えいまで幅広く

カバーします。また、漏えいのおそれの場合も対象となります。

農 児童・生徒数のご申告だけの簡単なカロ入手続き
郵便振替のお手続きで完了します。資料の提出の必要もございません。

曰 日本PTA全国協議会の独自制度により割安な掛金
※掛金は5′000円から加入可能です。(スタンダードプラン、児童 。生徒数が100名以下の場合)

〈保残翼詢者〉

公益社団法人日本PTA2目協臓含

〈取扱(絆事)lte店 )

一般社団法人 子どもの未来応撮団

くヨ1受保険会社)

損害保険ジャバン日本興亜株式会社

団体・ 公務開発部 第二課

く保険に関するお問い合わせ〉

く個人情報保護法改正に伴う体制整備のご相談〉
についてはパンフレット最終ページをご確認ください.

日本PttA全国協議会・専用プラン

IE璽 日人情報漏えい補償制度
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1日目日12020年 5月 1日午前0時～2021年 5月 1日鋼幽疇

お問い合わせ先



個人情報保護法の改正により、

PTA・ 育友会等 (以下、PTAとしヽ まヽす。)も

個人情報取扱いの対策が必要です。

改正前は、5,000人以下の個人情報を取扱う事業者は法律の対象外とされてきましたが、

改正後は「全ての事業者」に個人情報保護法が適用されるようになり、

〔

▼
〔
ンロ

PlAも同法の「個人情報取扱事業者」に該当します。

個人情報とは
個人に関する情報であつて、次のCまたは②のいずれかに該当するものをいいます。

①その情報に含まれる氏名、生年月Bその他の記述等い )により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。

②個人識別符号(注

"が含まれるもの

(注 1)その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事

項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。

(注 2)個人識別符号 個人情報の保護に関する法律施行令第1条 に定めるものをいいます。

以下の個人情報をPTAと してお持ちですか ?

お持ちの場合は対応が必要となります !

『児童。生徒、PTA会員・役員、運縮網などの名簿やデータリストJなど

個人情報の定義 :生存する個人に関する情報であつて、特定の人物のものだとわかるもの。

骰 個人情報を取得する際      個人情報を取得する際、どのような目的で個人情報を利用するの力ご本人に伝わつていますか?

膠 個人情報を利用する際      取得した日人情報を決められた目的以外のことに使つていませんか?

融 個人情報を保管する際      取得した個人情報を施鍵やバスワーN設定●により安全に管理をしていますか?

薇田D個 人情報を他人に渡す際    個人情報を本人の同意を得ないで他人に渡していませんか?

騰 個人情報の開示を求められた際  個人情報の開示や開除要口を求められた場合にその申し出を断つていませんか?

一般社団法人子どもの未来応援団は、個人情報保護法に対応した【PTA4制整備マニュアル】を作成して無料で情報開示しております。

htlp,ノ/kOdOmOnOmiroicom/menu

氏名や生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することが出来るもの。

く個人情報取扱事業者における個人情報を取り扱う場合の基本ルール〉

等、個人情報を漏えいしてしまつた場合は相応の対応が必要となります。

田 個人情報保護法の改正υ017年5月 30日施行)

項 目

PTAの個人情報漏えいに関するトラブルから、PTAをお守

till‖‖:欝 F険

。

・

|それが日本PTA全国協議会の団体 個 人情 報 漏 え 1



PTA活動には会員の個人情報が必要不可欠です。

安心してPTA活動を行うために、

1個人情報保護に関するチェック項目】をご確認ください。

1個人情報保護に関するチェック項目】

PTA会員の個人情報の取り扱い方法を定めた  □ はい

陥 人情報取扱規定」等を作つて周知している  □ ぃぃぇ

PTAへの入会申込書等に、取得する個人情報の

具体的な利用目的等を明記している

E t*u,

I ururz

PTA会則(規約)に、個人情報の取扱しヽこ関する

規定の条項を追加している

E t*u,

! ururz

万が一会員の個人情報が漏えいした時に

その対処方法について決まつている

E ttu'

! ururi.

個人情報が漏えいした際に、相談できる機関や  □ !まい

相談者 (弁護士等)がいる           □ ぃぃぇ

⇒

⇒

⇒

→

⇒

ltrLrZJ $n6rea

PTA対応マニュアルを

参考に体制整備を

行う必要があります。

団体個人情報

漏えい補償制度
へのごカロ入を

お勧めいたします。

個人情報保護法の改正に対応する体制作りとしては
「PTA規約 (会則)の改正Jと「個人情報取扱規則Jの整備と

個人情報取扱いのリスクを回避するための保険カロ入が有効です。

0規約 (会則)等の整備
0個人情報取扱規則の策定

PTAと して

安心・万全な体制
ハ ・n個人情報の取扱いの

リスクを回避する備え

2個人情報保護法の改正に対する備え



ご 契 約 プ ラ ン と掛 金 瞬 出基礎 :児童・ 生徒数、保険期間:1年間、一括払)

《保険金額)

※保険金額は損害賠償保険金、その他費用保険金は合算して、保険金額 (支払限度額)を限度とします。

※精神的な苦痛に係る損害については、個人情報1件につき30万円を限度として保険金をお支払いします。

(掛金》

補償開始月の翌月15日 (土日・祝日の場合は翌営業日)ま でにお振込みください。

(注)地方協議会・連合体が力0入する場合は「児童・生徒数」を「役員数」にお読み替えください。

※振込手数料の改定により制度維持費が変更となります。掛金には保険料と制度維持費 (事務手続き費用等)300円が含まれています。

(中遇加入)

毎月25日 (土日・祝日の場合は翌営業日)を締切日とし、翌月可日から2021年 5月 1日午後4時までの補償となります。

毎月中途加入を受け付けておりますが、更新のご案内の関係から締め切りは8月 1日補償開始月までとなります。

それ以降でのカロ入は受け付けておりませんのでご注意ください。

よくあるご質問

Q.スタンダードプランとオススメ(充実)プランの違いは何ですか?

A.保険金額の違いのみになります。補償範囲は同じです。

Q.2019年 5月 1日時点の児童・生徒数はどのようにしたら確認できるか ?

A.文部科学省の学校基本調査にて確認いただきます。

不明な場合はインターネットで「学校基本調査 〇〇県」で検索いただくと開示されています。

6月 以降の中途カロ入の場合でも2019年5月 1日時点の児童・生徒数となります。

Q.地方協議会や市郡連合体での一括加入はできますか?

A.可能です。払込票は合計額にてご記入いただき、お振込みください。

加入するPTAの一覧については別途データにて取扱代理店にご提出ください。

Q.中途カロ入した場合、更新時の補償開始月はいつになるか ?

A.本制度は5月 1日から補償開始のため、中途カロ入した場合の補償開始月は5月 1日 となります。

Q.各種整備がまだ完了していないが、保険にカロ入することは可能か?

A.カロ入は可能です。しかし、体制整備は個人情報取扱事業者としては重要なポイントとなります。

保険だけでは不十分ですので規約等の整備、規則の策定をご検討ください。

5′ 000万円値己負担額なり 500万円幅己負担額なし)

※縮小てん補割合90%の ため、10%は自己負担となります。

300万円値己負担額なし)

※縮小てん補割合90%の ため、10%は自己負担となります。
3′000万円鱚己負担額なし)

く加入依頼書〉

補償開始前月

25日

(掛金)

補償開始月の

15日

対象プラン
損害賠償保険金 (1事故・ 期間中)

その他費用保険金

各種対応費用の補償
(ブランドプロテクト費用)

(縮小てん補割合90%)

オススメ(充実)

プラン

スタンダード
プラン

4

児童・ 生徒数 9019年5月 1日時点の人数。文部澪特圭省の学校基本調査で報告した数字)

慣

始

輛

聞 膚習L   100名以下   101名～200名  201名～500名  501名～ 1′000名  1,001名以上

オススメ  スタンダード  オススメ  スタンダ…ド  オススメ  スタンダード  オススメ  スタンダード  オススメ  スタンダード

5月 1日 7.100円 5,100円 8′ 100円 6,100円 10,100円 8,100円 12,100円 10,100円 14,100円 12,100円

6月 1日 6′ 530円 4,700円 7,450円 5,620円 9,280円 7,450円 11,120円 9,280円 12,950円 11,120円

7月 1日 5,970円 4,300円 6′ 800円 5,130円 8,470円 6′ 800円 10,130円 8,470円 11,800円 10,130円

8eI a 5,400円 3,900円 6′ 150円 4,650円 7′ 650円 6,150円 9′ 150円 7,650円 10,650円 9,150円



1.第三者への損害賠償に関する補償

被保険者がPTAの業務を遂行するにあたり、偶然な事由により個人情報を漏えいしたこと、またはそ

のおそれがあることに起因して、被保険者に対して保険期間中に日本国内において損害賠償請求がな

されたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

【主な事例】
・個人情報を記録したパソコン、タブレット、USBが盗難された。
・車の中にカバンを置いておいたところ車上荒らしに遭い、個人情報を記載した名簿が、盗難された。
・顧客情報を記録したパソコン、USBが行方不明になった(漏えいのおそれ)

2. 雀‖重対 籠薦豊月]0欄‖賞 (プランドプロテクト費用 (事故発生時の諸費用や見舞金など))

被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき偶然な事由による個人情報の漏えいまたはそのおそれが

生じたことを知つた場合において、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行
うこと等を要件として、被害者の対応策を実施するために被保険者が支出した費用を補償します。

メディア対応費用

1被保険者が謝罪や再発防止に向けた取り組みの公表などを目的として、テレビでの会見や新聞への広告掲載を行
うために支出した費用

クレーム対応費用

被害者への謝罪文の作成・送付、見舞品の購入・送付のために要した費用

被害者から損害賠償請求を受けた場合やデータの開示や利用停止の要求を受けた場合に、その対応のために被保
険者が支出した費用

事故対応費用

被害の拡大を防止するために被保険者が支出した費用

対応策等のコンサルティングを受けるために被保険者が支出した費用

原因の調査費用や、アルバイ ト等の臨時雇入費用などの対応のために臨時に支出する費用

損害賠償 請求費用

被保険者が支出した費用について、他の事業者に原因があるような場合に、その事業者へ損害賠償請求を行うた
めに被保険者が支出する費用

責会 (被保険者)が被害者に支払うべき法律上の損害賠償金

損害賠償請求に対処するために、貢会 (被保険者)が支出した文書作成費用、交通費、宿泊費、事故
の原因調査費用などの費用

員会 (被保険者)が他人に損害賠償請求できる場合に、その権利を行使するために支出した費用

損保ジャバン日本興亜が員会 (被保険者)に代わり解決への対応を行う場合に、■会 (被保険者)が
協力のために支出した費用

口 補償内容

損害賠償盆

争LIH用
貴会 (被保険者)が事前に損保ジヤ

の費用

協力費用

ら
　
　
〈



■個人情報が漏えいしたおそれがあり調査を実施した結果、300人の個人情報の漏えいが発覚。

0300人の個人宛にお詫び状を作成し、郵送する対応を取つた。

②個人情報を漏えいされた被害者の一部が、精神的苦痛による慰謝料の損害賠償請求を提起されたため、弁

護士に相談。

0訴訟の結果、1名あたり18.000円の損害賠償金を支払うことが命じられた。

颯 離

0対 難

1■1∞円X300人=3万円 +鵠 300人=540万円

績書讚合計 ‐計 543万 円

.ETE
+ 'r*rtrn IsoEFl

動螺齢 00万
酔

909/°l+°1ま
思

円+05“万円=692.7万 円
i用    損害賠償金

(プランドプロテクト費用)

上記だけでなく、その他想定される各種費用が

団体個人情報漏えい補償制度で対応できます。
事故の形態によっては更なる高額賠償となる可能性もあり、争訟費用も高額になる可能性があります。

ご力0入の対象となる方 (被保険者)

日本PTA全国協議会所属の地方協議会・ 連合体およびPTA・ 育友会等

※会員ではないPTAはカロ入出来ません。公益社団法人日本PTAe国協議会の会員となつていただく必要があります。

力0入までの流れ

+i ffioE 4El25El IXEffiBE 5EI E
加入申込手続き

新規カロ入依頼書の各種項目に記入

いただき、取扱代理店にご提出くだ

さい。

※掛金が異なる場合は取扱代理店から

連絡するため、FAX後 1週間程度して

からお振込みください。

払込取扱票の控えをCカロ入者証の
ページに貼ることでカロ入者証としま

す。

補償の開始

掛金のお支払い締切日は5月 15日

となります。

毎月1日の中途カロ入

新規力0入依頼書の各種項目に記入いただき、

取扱代理店にご提出ください。その後、補償

開始月の15日までに払込取扱票にて掛金を

お振込みください。新規加入依頼書は前月の

25日までに取扱代理店にご提出ください。

※掛金が異なる場合は取扱代理店から連絡するた
め、FAX後 1週間程度してからお振込みください。

払込取扱票の控えを3カ0入者証のページに貼る
ことでカロ入者証とします。

の方法 (現在ごカロ入いただいているPTA様 )

継続のご案内に同封する「継続時のご報告」をご記入いただき、取扱代理店にご提出ください。詳細は2月下旬頃

に送付する継続のご案内をご確認ください。

継続時のご報告にて継続時の内容についてご申告いただき、FAX後5月 15日 までに払込取扱票にて掛金をお支

払いただく必要がございます。

以下の対応は保険期間中にはできませんのでご注意ください。

・ プラン変更 >更新時にご変更いただきます。

変更手続き

万が一個人情報が漏えいしたら……

日 カロ入について

2orerr 3El-4H 6月以降

6



業務遇誤賠償責任保険普通保険約款

①被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行つた行為に起因する損害賠償請求

②被保険者またはその使用人等の犯罪行為(刑 を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によつて刑を科せられなかった行

為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求

※使用人等犯罪行為復活担保に関する追加条頂により、使用人等の犯罪行為による漏えいは補償対象となります。

③法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行つた行為に

起因する損害賠償請求

④被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に使宣を供与された行為に起因する損害賠償請求

⑤身体の障害や財物の損壊に伴う損害

⑥予め設定した遡及日(保険証券記載の遡及Bを いいます。)よ り前に生じた個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害賠

償請求

②通常の業務の範囲でなして予為に起因する損害賠償請求

③被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求

◎直接であると問接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求

⑩他の被保険者からなされた損害賠償請求 な ど

個人情報取扱事業者特約条項

①個人情報の利用目的(被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的)の達成に必要な範囲を超えた個人情報の

取扱いに起因する損害賠償請求

C偽りその他不正な手段により取得した個メ、情報の取扱いに起因する損害賠償請求

③サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する

損害賠償請求

④個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等により是正の勧告、命令等がなさねた場合に、その後被保険者が必要かつ適正な措

置を完了するまでの間に新たに発生したその違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれによる損害賠償請求

⑤記名被保険者の役員に関する個人情報が漏えいしたことによる損害賠償請求

⑥被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知・公表しないことに起因する損害賠償請求

②被保険者が第三者へ個人データを提供したり、その取扱いを委託したことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠

償請求

③被保険者が第三者から個人データを提供され、その取扱いを委託されたことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害

賠償請求

⑨個人データが正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任

⑩契約違反による違約金支払規定によリカロ重された賠償責任

※上記以外にも保険金をお支払できない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャバン日本興亜までお問い合わせください。
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●ごカロ入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によつて定まります。詳IIBは普通保険約款および特約をご確認くだ

さい。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジヤバン日本興亜までお問い合わせください。

●告知義務 (ご力0入時における注意事項)

(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャバン日本興亜に事実を正確に告げてい

ただく義務 (告知義務)があります。

(告知事項〉

払込取扱票の記載事項すべて

(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項
(2)に ついて、故意または重大な過失によつて事実を告げなかつた場

合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。

(注 )告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、以下のとおりです。

払込取扱票の以下の項目

・児童・生徒数(2019年 5月 1日付の文部科学省の学校基本調査で報告した数字)

●通知義務 (ごカロ入時における注意事項)

(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジヤバン日本興亜までご通知ください。ただし、その事

実がなくなつた場合は、ご通知いただく必要はありません。

払込取扱票等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合

(た だし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)

(注 )払込取扱票等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あら

かじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知つた

後、遅滞なく取扱代理店または損保ジヤパン日本興亜にご通知が必要となります。

(2)以下の事項に変更があつた場合にも、取扱代理店または損保ジャバン日本興亜までご通知 ください。し通知いただかないと、損保

ジヤバン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。

ご力B入者の住所などを変更される場合

(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除

されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかつたときを除きます。

(4)重大事由による解除等

保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできな

いことや、ご契約が解除されることがあります。

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、管理業務等の代理業務を行つております。したがいまして、取扱代理店とご締

結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。

●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャバン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟

による損害のみを補償します。

●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について

この保険はクーリングオフの対象とはなりません。

損害賠償請求がなされた場合の損保ジヤバン日本興亜へのご連絡書

万―事故が発生した場合は、以下の対応を行つてください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかつた

場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。

1 以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。

〈1〉 事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称

〈2〉上記(1〉 について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称

(3〉 損害賠償の請求の内容

2 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。

口 ご注意いただきたいこと



3 損害の発生および拡大の防止に努めてください。

4 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャバン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないように

してください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。

5 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャバン日本興亜に通知してください。

6 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。

7 上記の1～6 のほか、損保ジヤバン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提

出し、損保ジャバン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。

●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパ

ン日本興亜に通知してください。

●示談交渉は必ず損保ジャバン日本興亜と珈 談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャバン日本興亜の承認を得るこ

となく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになつた場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくな

る場合がありますので、ご注意ください。

●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。

●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジヤバン日本興亜が求めるものを提出してださい。

●損保ジヤバン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以

下の場合は、30日超の日数を要することがあります。

①公的機関による捜査や調査結果の照会

②専門機関による鑑定結果の照会

O災書救助法が適用された災害の被災地域での調査

④日本国外での調査

C損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合

上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となつた場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあ

ります。

●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャバン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかつた場合は、上記の期間内に保険金

が支払われない場合がありますのでご注意ください。

●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。

●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャバン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能

な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャバン日本興亜までお問い合わせください。

■指定紛争解決機関

損保ジャバン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会
と手続実施基本契約を締結しています。損保ジヤバン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協

会に解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセ ンター

(ナ ビダイヤル〕0570-022808〈 通話料有料〉

受付時間 :平日の午前9時 ]5分から午後5時まで (土 。日・祝日・年末年始は休業)

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームベージをご覧ください。(h‖ps//― w sOnpo orJp/)

保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民瞑 など

事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる

書類

事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約薔 (写 )、 メーカーや修理業

者などからの原因調査報告書 など

保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損

害の範囲、復 日の程度等が確認できる書類

C建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合

修理見積書、写真、領収書、図面 (写 )、 被害品明細書、復旧通知書、賃貸僣契約書、売

上高等営業状況を示す帳簿 (写)な ど

②被保険者の身体の傷書または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償

事故の場合

診断書、入院通院申告書、治凛費領収薔、所得を証明する書類、休業損害証明書、源

泉徴収票、災害補償規定、補償金受領口 など

保険の対象であることが確認できる書類 登記簿謄本、売買契約書 (写 )、 登録事項等証明書 など

被保険者が損害賠償責任を負担することが確認でき

る書類
示談書、判決書 (写 )、 調停調書 (写 )、 和解調書 (写 )、 被害者からの領収書、承諾書 など

必要となる書類 必要書類の例

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類

②

ツ^

0

５

一
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書 など

一〇
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その他ご留意いただきたいこと

■この保険|ま公益社団法人日本PTAe国協麟会が保険契約者となる団体契約です。

■この制度にカロ入いただけるのは、お申込人が、日本PTA全国協議会所属の地方協議会・連合体およ」PTA・ 育友会等である場合に

かぎられます。

●カロ入者証 (P12に払込取扱票の控えを貼りつけたもの)は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

■カロ入者は、この保険契約にカロ入した場合には、この保険契約の付保を他人に宣伝するための表示をしてはなりません。宣伝をする

ための表示をした場合には、ご契約を解除し、また表示した後に生じた損害については保険金を一切支払えない場合があります。

■ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャバン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によつては、損保ジャ

バン日本興亜の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店

または損保ジヤバン日本興亜までお問い合わせください。

■保険料算出の基礎となるのは2019年 5月 1日付の児童・生徒数 (文部科学省の学校基本調査で報告した数字)と なつており、保険期

間終了後の確定精算はありません。

■引受保険会社が経営破掟した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定

める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結

されたり、金額が削減されることがあります。

この保険については、ご契約者が個人、小規模法人 (31受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法

人をいいます。)ま たはマンシヨン管理組合 (以下あわせて「個人等Jと いいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の

補償対象となります。

補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで (た だし、破綻時か

ら3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であつても、その被保

険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記

補償の対象となります。

損害保険契約者保護機構の詳IIBにつきましては、取扱代理店または損保ジャバン日本興亜までお問い合わせください。

■個人情報の取扱いについて

○保険契約者 (団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。

○損保ジャバン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジヤバン日本興亜の取り扱う商品・各種

サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等 (外国にある

事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、カロ入者および被保険者の保険金

請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティプ情報 (要配慮個人情報を含みます。)の

利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳

細 (国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャバン日本興亜公式ウェプサイ ト(h‖ pS〃 WWWttnk cOJp/)を ご

覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。

申込人 (力]入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえごカロ入ください。

×このフヾンフレットは概要を説明したものです。詳IIBに つきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載していま

す。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジヤバン日本興亜/AN式ウェプサイト(hips//vv・VW ttnk C01p/1で ご参照ください(ご契約内

容が異なつていたり、公式ウェプサイトに約款 ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。).

こ不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジヤバン日本興亜までお問い合わせください。

※ごカロ入いただく際は、払込取扱票等に言己載の内容がお客さまのご意向に沿つていることをご確認ください。

■この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個

に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払

その他の業務または事務を行つております。

引受保険会社(「 )

損害保険ジャバン日本興亜株式会社

団体・公務開発部第三課

〒1608338 東京都新宿区西新宿 1‐2← 1

TEL:03-3349-5408

(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)

取扱代理店 (絆事 )

一般社団法人子どもの未来応援団

〒173Ю033 東京都千代田区岩本町]13も

サンチカビル]F

この保険では、保険会社が被保険者に代わつて損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、

万一、校保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただき

ます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠

償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
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本制度はカロ入者証の発行はありません。

以下の枠内に振替払込請求書兼受領証もしくはATM利用時の控えを貼り付けていただくことでカロ入者証とします。

日本PTA全国協議会

団体個人情報漏えい補償制度

加入者証

この制度は、日本PTA全国協議会を保険契約者とする団体保険制度です。 振
替
払
込
請
求
書
兼
受
領
証
も
し
く
は
Ａ
丁
Ｍ
利
用
時
の
控
え
貼
り
つ
け
欄

81券番号  7106013202

保険契約者 公益社団法人 日本PttA全国協議会

被保険者  お振込みいただいた地方協議会・連合体および
(ご加入者)  PTA・

育友会等 (払込取扱票にEE入いただいたご依頼人)

〈補償内容〉 保険商品 個人情報取扱事業者保険

加入プラン お振込みいただいた掛金が該当するプラン
(バンフレツト3ページ参照)

保 険 始 期  新規お手続きまでにご加入いただいた場合は

2020年 5月 1日 午前0時

中途加入の場合は毎月25日 を締切 日と し、

翌月 1日 から補償を開始 します。

保 険 終 期  2021年 5月 1日 午後4時

※正しい児童・生徒数での掛金をお振込みいただいていなかった場合、事故発生時

に保険金がお支払いできないケースもあるためご注意ください。

●
損害保険ジヤバン日本興亜株式会社

損害保険ジヤバン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、

2020年 4月 1日 に商号を変更し、「損害保険ジヤバン株式会社」になります。

事故サポー トセンター

0I 20 -7 27 -11 Q(E{i} : 248+Fd365E)

※夜間・休日も受付させていただきますが、ご相談や保険金のお支払については担当の

保険金サービス課より改めてご連絡させていただきます。

※ご連絡の際には、初めに以下の項目をお伝えください。

①証券番号 :7106013202、 ②貴会の所在地 (都道府県市町村)、 0貴会名 (PTA、 育友会名等)

12 S」NK19-14740(2020/02/19)

日カロ入者証

回 万が一事故が発生したら

事故が発生、
もしくは事故発生の

おそれがある場合の

[

ご連絡先



パンフレット裏面の取扱代理店までFAX送 付願います

※ステップ 3の注意点 :年間掛金の基礎数字 となる児童 。生徒数は、 2019年 5月 1日 時点の

学校基本調査の人数とな りますのでご注意願います。

以上でお申し込みは完了です。

※個別に保険証券や力日入者証等の発行は行っておりません。

※当該FAX送信票と払込取扱票の控えを大切に保管願います。

(公社)日 本PTA全 国協議会 団体個人情報漏えい補償制度

2020年 度 新規加入依頼書

ご加入者名

(PTA・ 育友会等の名称)

ご加入者のご住所

(PTA・ 育友会等の事務局住所)

一Ｔ

学 校 名 エ

※都道府県名をご記入願います (
ｍ一一 )

この補償制度のご担当者 様

ご担当者様のご連絡先

(日 中にご連絡が取れる電話番 号)

ご担当者のメールア ドレス

(メ ールア ドレスのご報告は任意です)

@

■ご力日入方法 (ス テ ップ 1～ 4の作業で簡単にご加入になれます )

ステ ップ 1

パ ンフ レッ トの補償内容をご確認 の上

ご加入になるプランを決定

(ご加入になるプランを○で囲んで下さい)

〔II:II::|:実 :I'I:〕

〔
´́́

兵丁ニダニ蔦 多
｀``

〕

ステップ 2 パンフレッ トを見て補償開始 日を決定 月 1日 から補償開始

ステップ 3 児童・生徒数を確認 (※ ) 名

ステ ップ 4
パンフレット記載の年間掛金 (中途加入

の場合は中途力日入の掛金)を確認
円

パンフレット添付の 【払込取扱票】にて
ステップ 51年 間掛金 もしくは中途加入の掛金を補償

開始月の 15日 までにお振込

払込取扱票の控えが《加入者証》の

代わりとな りますので大切に保管願

います。



■ 個人情報 の取扱 いに関す るご案 内

損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等

損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から

④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。

①損保ジャパン日本興亜が、上記業務のために、業務委託先 (保険代理店を含みます。)、 保険仲立人、医療機関、保険金の請求 。支

払いに度ける関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。

②損保ジャパン日本興亜が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保

険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。

③損保カ パン日本興亜が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと (再保険会社等から他

の再保険会社等への提供を含みます。)力 あ`ること。

④損保ジャパン日本興亜が、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあ

ること。

なお、保健医療等の特別な非公開情報 (セ ンシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用

しま週rれ

損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業、等については損保ジャパン日本興亜のホー

ムページ (https://―.sjnk.co.jp)を ご覧くださるか、下記の窓口までお問い合わせ願います。

お問い合わせ窓口 :損保ジャパン日本興亜カスタマーセンター

電話番号 0120-888-089

受付時間 平 日午前 9時～午後 8時 土日祝 日午前 9時～午後 5時 (12月 31日 ～ 1月 3日 は休業)



く記入時チェック事項〉

□ ご依頼人はPTA名になっていますか?

□ 電話番号の記入はしましたか?

□ 掛金は保険期間に応じたものになつていますか?

(中途加入の場合は中途加入分の掛金です)

□ 希望するプランにOをしましたか?

くお振込締切日〉

5月 1日からの補償をご希望の場合は1年分の掛金を

5月 15日 までにお振込ください。

それ以降は中途カロ入の掛金となります。

払 込 取 扱 票

,ユ■II●
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蠣保Jヽ学校PTA   ‐

郵便振替用紙
以下の記入例を参考のうえ記入し、ミシンロに沿つて切り離してください。

〈E己入例〉 自抜きの部分をご記入ください。
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保険に関するお問い含わせ

林式会社スマイル保険サービス

角取市今町二丁目286ふ地
TEL 0857-51-1033
FAx 10357-51-lo3+

個人情報保護法改正に伴う

体制整備のご相談

(平日の午前9時から午後5時まで)

conloc十 @PttA… pOpi,ip
(お電話が混雑している場合もございます。

ご質問はメールでも対応いたしております。)

0570‐036-630
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